
 

大阪市食育推進庁内検討会議設置要領 

 

（設置の目的） 

第１条 食育基本法（平成 17年法律第 63号）第 18条に規定する市町村食育推進計画（以下

「大阪市食育推進計画」という。）を推進するため、「大阪市食育推進庁内検討会議」（以下、

「検討会議」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 検討会議は大阪市食育推進計画の推進に必要な事項について検討を行う。 

 

（組 織） 

第３条 検討会議は健康局及び関係部局によって構成する。 

 

（運 営） 

第４条 検討会議の運営は、健康局健康推進部健康づくり課で行う。 

 

（ワーキングチームの設置） 

第５条 大阪市食育推進計画の推進にあたり、検討会議はワーキングチームを設置することがで

きる。 

  

（庶 務） 

第６条 検討会議及びワーキングチームの事務局は健康局健康推進部健康づくり課に置く。 

 

附 則 

この要領は、令和６年８月 22日から施行する。 

 


